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シリーズ熊本大学附属図書館蔵特殊資料紹介

重要文化財　阿蘇家文書（34巻36冊）

工藤敬一

くだしが拝

した時政の下文をはじめ，１上条氏歴代の発給

する文書が多くふくまれることになった。

南北朝期になると，建武政権一南朝も北朝

（武家方）も，ともに阿蘇大宮司の勢力をた

いへん高く評価し，しきりに所領を寄進し軍

勢催促を行なった。これに対し大宮司一族も

あるいは南朝方（宮方）あるいは北朝方（武

家方)，さらには去就を鮮明にしないものなど，

多様な対応を示す。したがって関係文書もき

わめて複雑多様で豊富な内容をふくむものを

多く遺すことになり，内乱期の九州の政治情

況を知る上でもっとも重要な史料群となって

いる。

さらに南北朝～室町期の分には，本末社領

にかかわる土地関係史料が多くふくまれてお

り，神社領や九州荘園の研究上資するところ

きわめて大きい。また造営・祭事関係史料も

すぐなくない。

なお，今日の阿蘇家文書には，本来の|日大

宮司家以外の権大宮司家等の社家文書もふく

まれている。これらは幕末期「阿蘇家伝」の

編集の必要から集められたものである。これ

らの文書とふくめて匝蘇家文書は天保７年(1836）

火災のため大半を焼失した。焼け残った文書

も，上部や下部を焼失しているものが少なく
二れか

なし､。ただ幸いなことに，その前に阿蘇惟馨

によって転写された副本があって,それによっ

て今日われわれは阿蘇家文書の全体像をうか

がうことができる。本学所蔵の36冊の綴帖冊

子がこれである。

以下本号から数回にわたり，阿蘇家文書の

なかから注目すべきものを選んで紹介する。
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阿蘇家文書は－の宮町の阿蘇神社の|日大宮

司家に伝来した古文書で昭和32年（1957）に

本学の所蔵するところとなり,昭和62年(1987）

国の重要文化財に指定された。内容は鎌倉・

南北朝期を中心に，平安末から幕末期におよ

び，計304通，３４巻に成巻されており，その大

部が原本である。ちなみに昭和７年（1932）

刊行の大日本古文書=阿蘇文書之一望には,「阿

蘇家文書｣351通を収めている。熊大所蔵分で

「阿蘇家文書」に見あたらぬものが８通ある

ので，熊大に移管されなかった分が55通ある

ことになる。

ところで阿蘇神社は，火山神として，はや

くから国家的奉幣を受け，平安末期には肥後
二うのうら

－の宮として甲佐・健軍・郡浦の三社を末社

とし，その勢威は本社領阿蘇荘を中心に広く

肥後一国におよんだ。そして，社領も阿蘇・

詫麻・益城・宇土・八代の四郡におよび，大

宮司阿蘇氏も肥後有数の在地領主（武士団）

として発展した。鎌倉幕府が成立すると，北

条時政が阿蘇荘をはじめ阿蘇本末社領の預所

職を獲得し，大宮司の上に立つことになった

ことから，鎌倉期の阿蘇家文書には，建久７

年（1196）８月１日阿蘇'惟次を大宮司に補任
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(1)北条時政薑下（原本写真を表紙に掲載）
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<原文解説〉

阿蘇社および末社の健軍・甲佐の三社は，

治承・寿永内乱の以前，国衙から免田分の例

下米が与えられていた。しかし源平争乱は国

衙機能を麻痩させてしまった。国衙は－たん

はそれを一国平均に充てることで解決せんと

したが，事態はかえって悪化してしまった。

社家からの強い要求を受けた国衙は朝廷に奏

聞して，例下米の代として公田三百町を特定
かたよせ

地域に片寄し，勅院事ならびに大'1,府国役の

賦課と府国使の入勘を停止して不輸の社領と

することを申請し，建久５年（1194）閨８月

１５日の宣旨にもとづき，翌年２月の国司庁宣

により立券された。しかし国司が代った建久

９年になると，特に健軍・甲佐両社分として
ましさたく主

片寄力X行われた益城・詫麻郡等の郡司たちの
てんとう

要求で,在庁官人等はこれを顛倒せんとした。

阿蘇本末社の預所となっていた北条時政は，

片寄に伴なう証文三通の案文を阿蘇大宮司に

送り，免田顛倒の不当なることを主張するよ

う指示したのが本文書である。

（文学部教授国史学）
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北条時政書下（本学所蔵阿蘇家文書より）本文に解説


